


　　　先催県における、施設基準の弾力的な運用の事例を記載。

　　　国民スポーツ大会開催基準要項細則に定められている事項を記載。
　　　（注）「規定」とは、各競技団体が定める規定をいう。

　○「基準の主な内容」欄

　　　競技場に関し、各競技団体の競技規則等に定められているもので主な内容
　　を記載。
　　　〔 〕内は、各競技団体の定める競技規則等の名称等を記載。

　○「配慮すべき事項」欄

　　　各競技団体の競技規則等に定めはないが、運営上、競技会の安全な開催及
　　び先催県の例等から検討が必要と考えられる事項を記載。

　○「先催県の事例」欄

３　大会運営上及び管理上必要な施設及び面積等については、規則等に明確な定め
　のあるものを除き省略してあるものがあり、関連するスペース、施設の確保がさ
　らに必要になる場合がある。

４　この基準は、県及び開催市町村等において、各中央競技団体等と調整を行い、
　弾力的な運用ができるものとする。

５　この基準に記載した内容については、今後、国民体育大会開催基準要項及び競
　技規則等の改訂に伴い、変更されることがある。

 ※ 国民体育大会開催基準要項細則第２項（公益財団法人日本スポーツ協会）

　 大会の競技施設は既存施設の活用に努め、施設の新設・改修等にあたっては、大
 会開催後の地域スポーツ振興への有効的な活用を考慮し、必要最小限にとどめるも
 のとする。
　 なお、本施設基準は、会場地市町村等が各競技場を整備する上での基準であり、
 開催県および市町村等において各中央競技団体との調整を行い弾力的に運用できる
 ものとする。

《 競 技 施 設 基 準 の 見 方 》

　○「基準」及び「摘要」欄

第８０回国民スポーツ大会競技施設基準について

　第８０回国民スポーツ大会における競技施設面での準備を計画的かつ円滑に推進する
ため、競技施設に係る主な基準等を定めたものである。

２　この基準に定めるもののほか、細部については、それぞれ各競技の競技規則に
　よる。

１　この基準は、国民体育大会開催基準要項細則第２項（※）に規定する施設基準、
　各競技の競技規則及び先催県の例に基づき定めたものである。
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